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用語の解説 

 

【あ行】 

○生駒断層帯地震 

大阪平野と生駒山地との境界付近を南北に通る活断層帯で、北は大阪府枚方市付近か

ら本市を経て羽曳野市付近までの約３８km、断層の線はやや北北東-南南西方向に近い

南北方向に長くなっています。断層の東側が隆起、西側が沈降する逆断層と考えられて

おり、今後３０年間に０～０.１％の確率で発生するとされています。 

○上町断層帯地震 

上町断層帯は、大阪府豊中市から大阪市を経て岸和田市に至る断層帯で、長さ約４２

km、ほぼ南北方向に延びています。断層帯の東側が西側に乗り上げる逆断層で、今後

３０年間に２～３％の確率で発生するとされています。 

○大阪府建築物震災対策推進協議会 

大阪府、府内市町村、建築団体及び事業者団体により府内の建築物等の震災対策を促

進するために、平成１０年６月に設立された協議会。 

 

【か行】 

○既存耐震不適格建築物 

地震に対する安全性に係る建築基準法⼜はこれに基づく命令若しくは条例の規定に

適合しない建築物で、建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けている建築物。 

○旧耐震基準 

建築物の設計において適用される地震に耐えることのできる構造の基準で、昭和５６

年（1981 年）５月３１日までの建築確認において適用されていた基準をいう。 

旧耐震基準は、震度５強程度の揺れでも建物が倒壊せず、破損したとしても補修する

ことで生活が可能な構造基準として設定されている。技術的には、建物自重の２０％の

地震力を加えた場合に、構造部材に生じる応力が構造材料の許容応用力以下であるかど

うかで判断される。 

○建築物の耐震改修の促進に関する法律（耐震改修促進法） 

【た行】の耐震改修促進法を参照。 
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○建築物の地震に対する安全性の認定 

建築物の所有者は、所管行政庁に対して地震に対する安

全性に係る基準に適合している旨の認定を申請することが

できる。認定を受けた建築物は、基準適合認定建築物であ

る旨を表示することができる。 

（表示プレート見本） 

○減災 

自然災害を防ぐことはできないという前提に立ち、災害によって引き起こされる被害

を最小限に抑えるためにあらかじめ各種の取り組みを行うこと。 

〇広域緊急交通路 

災害発生時に救助・救急、医療、消火及び緊急物資の輸送等を迅速かつ的確に実施す

るためにあらかじめ大阪府地域防災計画で位置付けられている道路。（概ね広域幹線道

路が指定されている。） 

 

【さ行】 

○在来軸組工法 

はりと柱を主体とし、筋交いや構造用合板等で構造的な壁をつくる一般的な木造の工

法。 

○住宅・土地統計調査 

国の住宅に関するもっとも基礎的な統計調査。住宅及び世帯の居住状況の実態を把握

し、その現状と推移を、全国及び地域別に明らかにすることを目的に、総務省統計局が

5 年ごとに実施している。 

 

【た行】 

○耐震化 

耐震改修の他、建物の建替によって耐震性を確保することも含めて、建物の地震に対

する安全性を向上させること。 

○耐震改修 

現行の耐震基準に適合しない建築物の地震に対する安全性の向上を目的として、基礎

や柱・はり・筋交い（耐力壁を含む）の補強、屋根のふき替えによる軽量化等の工事を

行うこと。 
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○耐震改修促進法（「建築物の耐震改修の促進に関する法律」） 

阪神・淡路大震災の教訓をもとに平成７年（1995 年）12 月 25 日に「建築物の耐震

改修の促進に関する法律（耐震改修促進法）」が施行され、新耐震基準を満たさない建築

物について積極的に耐震診断や改修を進めることとされた。 

その後、平成 17 年（2005 年）11 月７日に改正耐震改修促進法が公布され、平成 18

年（2006 年）1 月 26 日に施行された。大規模地震に備えて学校や病院等の建築物や住

宅の耐震診断・改修を早急に進めるため、数値目標を盛り込んだ計画の作成が都道府県

に義務づけられ、市町村においては努力義務が規定された。 

さらに東日本大震災を受け、再度、平成 25 年（2013 年）11 月 25 日に施行された

改正耐震改修促進法では、病院、店舗、旅館等の不特定多数の方が利用する建築物及び

学校、老人ホーム等の避難に配慮を必要とする方が利用する建築物のうち大規模なもの

や、都道府県等が指定する避難路沿道建築物等について、耐震診断を行い報告すること

を義務付けし、その結果を公表することとしている。 

また、耐震改修を円滑に促進するために、耐震改修計画の認定基準が緩和され、対象

工事が拡大され新たな改修工法も認定可能となり、容積率や建ぺい率の特例措置が講じ

られた。 

○耐震改修促進計画 

都道府県は、基本方針に基づき、当該都道府県の区域内の建築物の耐震診断及び耐震

改修の促進を図るための計画を定めるものとし、市町村は、都道府県耐震改修促進計画

に基づき、当該市町村の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための計

画を定めるよう努めるものとされている。 

○耐震化率 

全建物の中で、耐震性がある建物（現行の耐震基準に基づく建物、耐震診断で耐震性

ありと判定された建物、耐震改修を実施した建物）の割合をいう。 

耐震化率 

（％） 
＝ 

現行の耐震基準に基づく建物 ＋ 耐震診断で耐震性ありと判定された建物 ＋ 耐震改修を実施した建物 
×100 

すべての建物 

○耐震基準 

現行の耐震基準は、「新耐震基準」と呼ばれているもので、昭和 56 年（1981 年）の

建築基準法の大改正以降、数度の見直しが行われたもの。 
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昭和 25 年 

建築基準法 制定 

建築基準法施行令に構造基準が定められる 

（許容応力度設計が導入される） 

昭和 34 年 

建築基準法 改正 

防火規定が強化 

・木造住宅においては、壁量規定が強化された 

床面積あたりの必要壁長さや、軸組の種類・倍率が改定され

た 

昭和 46 年 

建築基準法 施行令改正 

昭和 43 年の十勝沖地震を教訓に、鉄筋コンクリート造の柱

のせん断補強筋規定が強化 

・木造住宅においては、基礎はコンクリート造⼜は鉄筋コン

クリート造の布基礎とする。風圧力に対し、見附面積に応じ

た必要壁量の規定が設けられた 

昭和 56 年 

建築基準法 施行令改正 

新耐震基準 

昭和 53 年の宮城県沖地震後、耐震設計基準が大幅に改正さ

れ、新耐震設計基準が誕生した 

この、新耐震設計基準による建築物は、兵庫県南部地震（阪

神・淡路大震災）においても被害は少なかったとされている 

これを境に、「昭和 56 年５月以前の耐震基準の建物」や「昭

和 56 年６月以降の新耐震基準による建物」といった表現が

されるようになる 

・木造住宅においては、壁量規定の見直しが行われた 

・構造用合板やせっこうボード等の面材を張った壁などが追

加され、床面積あたりの必要壁長さや、軸組の種類・倍率が

改定された 

昭和 62 年 

建築基準法 改正 

準防火地域での木造３階建ての建築が可能となる 

平成７年 

建築基準法 改正 

接合金物等の奨励 

平成７年 

耐震改修促進法 制定 

平成７年の兵庫県南部地震（阪神・淡路大震災）を契機に、

現行の耐震基準に適合しない既存建築物の耐震改修を促進

させるために制度化された法律 

平成 12 年 

建築基準法 改正 

一般構造に関する基準の性能規定化や構造強度に係る基準

の整備、防火に関する基準の性能規定化等が行われる 

木造住宅においては 

1)地耐力に応じて基礎を特定。地盤調査が事実上義務化 

2)構造材とその場所に応じて継手・仕口の仕様を特定 

3)耐力壁の配置にバランス計算が必要となる 

○耐震シェルター 

住宅等の一部屋を鉄骨等で補強して、地震の際の緊急避難場所とし、建築物が倒壊し

た場合においても、安全な空間を確保するもの。 
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○耐震診断 

住宅や建築物が地震に対してどの程度被害を受けるのかといった地震に対する強さ、

地震に対する安全性を評価すること。 

一般診断 大地震により住宅が倒壊する可能性がどの程度かを判定するもので、いわ

ば、耐震改修の必要性について確認するもの。診断を行うには、建築士や

大工、工務店等建築に関する知識と経験が必要である。精密診断法に比べ

ると簡易に行えるのが特徴で、建築物の内外装をはがさない「非破壊調査」

による調査を基本としている。 

精密診断 補強の必要性が高いものについて、建築物の内外装の一部をはがした上で

の詳細な現地調査に基づき、耐震改修の最終的な判断に利用するもの。診

断を行うには、やや高度な建築に関する知識、経験が必要となる。また、

耐震改修により補強を行う場合の補強計画の効果を判断する際にも用い

られる。 

○耐震ベッド 

就寝中に地震により家屋が倒壊しても、生命を守ることができる安全な空間を確保す

ることを目的とした、鋼製の防護フレーム等が取り付けられているベッド。 

○地域防災計画 

市域（府域）における災害に対処し、住民の生命、身体及び財産を保護するため、本

市及び大阪府が災害対策基本法に基づき策定している計画。防災に関し、大阪府、八尾

市、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関等が処理すべき事務⼜は業務

の大綱等を定めている。 

○直下型地震 

内陸部などの地中の浅い場所で発生する地震。活断層（約 200 万年前から現在までの

間に動いたとみなされ、将来も活動することが推定される断層）において、地球を殻の

ように覆うプレート（岩板）内部に圧力がかかってひずみが蓄積、一部が破壊して起き

る。 

南海トラフ巨大地震のように、日本列島近くの太平洋海底でプレートが跳ね上がって

起きる「海溝型地震」に比べると一般的に規模は小さいが、震源に近い地域では被害が

大きくなりやすい。 
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○道路閉塞建築物 

広域緊急交通路沿道建築物において、地震災害により倒壊した際に、当該道路を全幅

閉塞若しくは緊急車両が通行することができる一車線を確保することができない要安

全確認計画記載建築物。 

○特定既存耐震不適格建築物 

耐震改修促進法第１４条に規定される、多数の者が利用する既存耐震不適格建築物

（第一号）、危険物貯蔵等既存耐震不適格建築物（第二号）、通行障害既存耐震不適格建

築物（第三号）。 

○独立行政法人住宅金融支援機構 

住宅金融市場における安定的な資金供給を支援するために設立された独立行政法人。 

 

【な行】 

○南海トラフ地震（南海トラフ巨大地震） 

南海トラフ地震とは、駿河湾から東海地方、紀伊半島、四国にかけての南方沖約１０

０km の海底をほぼ東西に走る長さ７００km の細長い溝「南海トラフ」を震源域として

発生が想定される地震。このうち、想定されている最大クラス（マグニチュード９程度）

の地震を「南海トラフ巨大地震」と呼んでいる。 

 

【は行】 

○ハザードマップ 

災害予測図、危険範囲図、災害危険個所分布図ともいい、ある災害に対して危険なと

ころを地図上に示したもの。地震被害予測図、地すべり危険区域マップ・液状化予測図

等、それぞれの災害の種類に応じて策定されている。過去にあった災害の解析に基づき、

地形・地質・植生・土地利用などの条件により危険度を判定し、通常は危険度のランク

付けがなされている。 

○阪神・淡路大震災 

平成７年（1995 年）１月１７日に兵庫県南部を中心として発生した大規模な地震に

よる災害。 

○非構造部材 

建築物の中で主要な荷重を支える役割を持たない部材。 
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○被災建築物応急危険度判定士講習会 

地震により被災した建築物の余震等による倒壊、部材の落下等から生じる二次災害を

防止することを目的とした被災建築物の応急危険度判定制度において、その判定士を養

成するために行う講習会。 

○避難路 

災害時において、広域避難場所への経路として地域防災計画で定められた道路。 

 

【ら行】 

○リバースモーゲージ型住宅ローン 

高齢者が居住する住宅や土地などの不動産を担保として、一括または年金の形で定期

的に銀行から融資を受け取り、受けた融資は利用者が亡くなった時等に担保不動産を処

分し、元利一括で返済する仕組みのこと。 
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建築物の耐震改修の促進に関する法律の概要 

 

 

 

  



資料編－9 

国土交通大臣による基本的な方針の改正内容 

前回の中間検証報告（令和 3 年 3 月）以降に改正された国の基本方針（令和 7

年 7 月）の主な内容は次のとおりです。 

 

(1) 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関する基本的な事項 

建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関する基本的な事項の中に、次の取り

組みに係る事項を新たに位置付けています。 

○ 地方公共団体は、高齢者向けリバースモーゲージ型住宅ローン等の耐震改

修に関する融資制度の普及に努めること。 

○ 地方公共団体は、省エネ改修やバリアフリー改修の機会を捉えた耐震改修、

段階的な耐震改修の実施等に関する取り組みを行うことも考えられること。 

○ 地方公共団体及び関係団体は、昭和 56 年の耐震基準導入以降で平成 12

年より前に建築された木造住宅について、耐震性能検証の実施に努めるよう

促すこと。 

 

(2) 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標の設定に関する事項 

住宅については令和 17 年までに、耐震診断義務付け対象建築物のうち要緊急

安全確認大規模建築物については令和 12 年までに、要安全確認計画記載建築物

については早期にそれぞれ耐震性が不十分なものをおおむね解消することを目

標とすることとしています。 

 

(3) 建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及に関する基

本的な事項 

啓発及び知識の普及に関する基本的な事項の中に、地方公共団体による、耐震

改修の有効性の啓発及び普及や、要安全確認計画記載建築物のうち緊急輸送道

路・避難路沿いの建築物の耐震化の状況を記載した地図（避難路沿道耐震化状況

マップ）の作成及び活用の普及を図ることを新たに位置付けることとしています。 

 

(4) 都道府県耐震改修促進計画の策定に関する基本的な事項その他建築物の耐震

診断及び耐震改修の促進に関する重要事項 

国が耐震診断義務付け対象建築物のうち要緊急安全確認大規模建築物及び要

安全確認計画記載建築物それぞれについて目標を定めることとしたことを踏ま

え、都道府県及び市町村において、要緊急安全確認大規模建築物及び要安全確認

計画記載建築物それぞれについて、地域の実情に応じて目標を定めるべきである

こととしています。 
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南海トラフ巨大地震の想定震源断層域と震度分布 
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地震被害想定 

 

（１）東南海・南海地震 

①計測震度 

 
（「大阪府自然災害総合防災対策検討報告書」（平成 19 年 3 月）より） 

 

②液状化の状況 

 
（「大阪府自然災害総合防災対策検討報告書」（平成 19 年 3 月）より） 

八尾市 
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③全壊率 

 
（「大阪府自然災害総合防災対策検討報告書」（平成 19 年 3 月）より） 

 

④被害率 

 
（「大阪府自然災害総合防災対策検討報告書」（平成 19 年 3 月）より） 

 

八尾市 

八尾市 
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（２）生駒断層帯地震 

①計測震度 

 
（「大阪府自然災害総合防災対策検討報告書」（平成 19 年 3 月）より） 

 

②液状化の状況 

 
（「大阪府自然災害総合防災対策検討報告書」（平成 19 年 3 月）より） 

 

八尾市 
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③全壊率 

 
（「大阪府自然災害総合防災対策検討報告書」（平成 19 年 3 月）より） 

 

④被害率 

 
（「大阪府自然災害総合防災対策検討報告書」（平成 19 年 3 月）より） 

 

八尾市 

八尾市 
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（３）上町断層帯地震 

①計測震度 

 
（「大阪府自然災害総合防災対策検討報告書」（平成 19 年 3 月）より） 

 

②液状化の状況 

 
（「大阪府自然災害総合防災対策検討報告書」（平成 19 年 3 月）より） 

八尾市 
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③全壊率 

 
（「大阪府自然災害総合防災対策検討報告書」（平成 19 年 3 月）より） 

 

④被害率 

 
（「大阪府自然災害総合防災対策検討報告書」（平成 19 年 3 月）より） 

 

  

八尾市 

八尾市 
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緊急交通路 
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出典：八尾市地域防災計画（令和 7 年 4 月）  



資料編－20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：八尾市地域防災計画（令和 7 年 4 月）  
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避難路 
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出典：八尾市地域防災計画（令和 7 年 4 月） 
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出典：八尾市地域防災計画（令和 7 年 4 月）  
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民間建築物の耐震診断・耐震設計・耐震改修・除却の補助件数の推移 

令和 7 年 3 月末現在 

年 度 

診 断 設 計 改 修 除 却 

担当課 
戸建住宅 長屋住宅 

特定既存

耐震不適

格建築物

等 

木造住宅 木造住宅 木造住宅 

Ｈ9 0 0 0 － － － 建築指導課 

Ｈ10 1 0 0 － － － 建築指導課 

H11 0 0 0 － － － 建築指導課 

H12 0 0 1 － － － 建築指導課 

H13 0 0 1 － － － 建築指導課 

H14 5 0 0 － － － 建築指導課 

H15 6 0 1 － － － 建築指導課 

H16 23 0 0 － － － 建築指導課 

H17 27 0 0 － － － 建築指導課 

H18 21 1(2) 3 － － － 建築指導課 

H19 24 0 1 － － － 建築指導課 

H20 29 1(4) 0 － 2 － 都市計画課 

H21 57 0 1 － 2 － 都市計画課 

H22 32 0 0 － 3 － 都市計画課 

H23 109 8(20) 0 24(25) 21 3 都市政策課 

H24 98 1(2) 0 16 13 5 都市政策課 

H25 93 4(7) 0 36(37) 37 5 審査指導課 

H26 77 5(8) 1 14 16 5 審査指導課 

H27 73 2(3) 1 21(22) 21(22) 10 審査指導課 

H28 70 4(10) 0 24 33 7 住宅政策課 

H29 39 0 0 12 13 10 住宅政策課 

H30 38 2(3) 0 9 12 4 住宅政策課 

Ｒ１ 33 1(2) 0 10(11) 15(16) 9 住宅政策課 

Ｒ２ 56 1(2) 1 7 13 8(9) 住宅政策課 

Ｒ３ 84 1(2) 0 21 20 10 住宅政策課 

Ｒ４ 52 0 2 17 18 7 住宅政策課 

Ｒ５ 166 1(2) 0 28 17 6 住宅政策課 

Ｒ６ 103 1(2) 0 20 26 7(8) 住宅政策課 

合 計 1,316 33(69） 13 259(263) 282(284) 96(98)  

※（ ）内の数値は、戸数を示す。 
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多数の者が利用する建築物（用途別棟数） 

 

用途別棟数：令和６年度末時点 

（単位：棟） 

No 用  途 

特定 

建築物 

計 

   

S56 以前 

建築物 

 

S57 以降 

建築物 

内 

指示対象

建築物 

1 小・中学校以外の学校 14 4 0 10 

2 体育館 2 1 0 1 

3 ボーリング場、スケート場、水泳場等 7 1 1 6 

4 病院、診療所 27 4 1 23 

5 劇場、映画館、観覧場、演芸場 0 0 0 0 

6 集会場、公会堂 4 0 0 4 

7 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 14 1 1 13 

8 ホテル、旅館 6 0 0 6 

9 共同住宅（賃貸+分譲） 534 90 0 444 

10 事務所 74 17 0 57 

11 老人ホーム、老人短期入所施設、身体障害福祉ホーム等 93 3 1 90 

12 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害福祉センター等 2 0 0 2 

13 幼稚園、保育所 36 3 1 33 

14 遊技場 5 0 0 5 

15 飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホール等 5 0 0 5 

16 理髪店、質屋、銀行その他サービス業を営む店舗 4 3 1 1 

17 工場 175 57 0 118 

18 自動車車庫、その他自動車または自転車の停留または駐車施設 10 0 0 10 

19 郵便局、保健所、税務署 1 0 0 1 

 合 計 
1,013   

(100.0%) 

184   

(18.2%) 

6   

(0.6%) 

829   

(81.8%) 
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多数の者が利用する建築物（機能別耐震化率） 

 

機能別耐震化率：令和６年度末時点 
 

分  類 棟 数 割 合 

ア．応急対策上、地域の拠点となる建築物 

27  

（病院、診療所） 

 耐震性を満たす建築物 26 96.3% 

 耐震性が不十分な建築物 1  

イ．不特定多数の者が利用する建築物  

20  

（百貨店、マーケット、物販店、ホテル、旅館） 

 耐震性を満たす建築物 19 95% 

 耐震性が不十分な建築物 0  

ウ．一般建築物  

432  

（事務所、老人ホーム、工場、その他） 

 耐震性を満たす建築物 423 97.9% 

 耐震性が不十分な建築物 9  

エ．共同住宅等  

534  

（共同住宅、寄宿舎） 

 耐震性を満たす建築物 531 99.4% 

 耐震性が不十分な建築物 3  
 

合計  1,013  

 耐震性を満たす建築物 999 98.6% 

 耐震性が不十分な建築物 14  

※昭和 56 年以前の建築物で、耐震性を満たすものは 170 棟と推計 

※昭和 56 年以前の建築物で耐震性を満たすものの棟数は、大阪府の令和６年度におけ

る用途別の耐震化率に基づき算定している。 
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る建築物のうち、昭和 56 年 5 月 31 日以前に着工（※）した建築物が該当します。 
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公共建築物の耐震化率の推移 

 

年  月 公共建築物 
耐震性能を
満たしてい

るもの 

耐震化率 

平成 19 年 4 月現在（八尾市耐震改修促進計画策定時） 504 137 27.2% 

平成 20 年 12 月現在（第 1 回公表時） 317 128 40.4% 

平成 22 年 4 月現在（第 2 回公表時） 317 143 45.1% 

平成 23 年 4 月現在（第 3 回公表時） 327 169 51.7% 

平成 24 年 4 月現在（第 4 回公表時） 327 184 56.3% 

平成 25 年 4 月現在（第 5 回公表時） 322 199 61.8% 

平成 26 年 4 月現在（第 6 回公表時） 322 224 69.6% 

平成 27 年 4 月現在（第 7 回公表時） 319 258 80.9% 

平成 28 年 4 月現在（第 8 回公表時） 304 273 89.8% 

平成 29 年 4 月現在（第 9 回公表時） 304 275 90.5% 

平成 30 年 4 月現在（第 10 回公表時） 304 277 91.1% 

平成 31 年 4 月現在（第 11 回公表時） 307 283 92.2% 

令和 2 年 4 月現在（第 12 回公表時） 307 286 93.2% 

令和 3 年 4 月現在（第 13 回公表時） 307 287 93.5% 

令和 4 年 4 月現在（第 14 回公表時） 298 280 94.0% 

令和 5 年 4 月現在（第 15 回公表時） 294 278 94.6% 

令和 6 年 4 月現在（第 16 回公表時） 292 276 94.5% 

令和 7 年 4 月現在（第 17 回公表時） 287 273 95.1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

　　　　　　　耐震性能
建物の種別

A B C
未診断
その他

計

54 5 2 20
(66.7%) (6.2%) (2.5%) (24.7%)
29 30 8 5
(40.3%) (41.7%) (11.1%) (6.9%)
45 12 4 103
(27.4%) (7.3%) (2.4%) (62.8%)
128 47 14 128
(40.4%) (14.8%) (4.4%) (40.4%)

　　　　　　　耐震性能
建物の種別

A B C
未診断
その他

計

56 6 2 17
(69.1%) (7.4%) (2.5%) (21.0%)
30 30 7 6
(41.1%) (41.1%) (9.6%) (8.2%)
57 38 21 47
(35.0%) (23.3%) (12.9%) (28.8%)
143 74 30 70
(45.1%) (23.3%) (9.5%) (22.1%)

　　　　　　　耐震性能
建物の種別

A B C
未診断
その他

計

60 8 2 10
(75.0%) (10.0%) (2.5%) (12.5%)
30 30 7 5
(41.7%) (41.7%) (9.7%) (6.9%)
79 70 24 2
(45.1%) (40.0%) (13.7%) (1.1%)
169 108 33 17
(51.7%) (33.0%) (10.1%) (5.2%)

平
成
2
0
年
1
2
月
現

在
の
耐
震
化
率
の
内
訳

公 共 建 築 物 81

市 営 住 宅 72

学 校 園 164

合 計 317

平
成
2
2
年
4
月
現
在

の
耐
震
化
率
の
内
訳

公 共 建 築 物 81

市 営 住 宅 73

学 校 園 163

合 計 317

平
成
2
3
年
4
月
現
在

の
耐
震
化
率
の
内
訳

公 共 建 築 物 80

市 営 住 宅 72

学 校 園 175

合 計 327
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　　　　　　　耐震性能
建物の種別

A B C
未診断
その他

計

62 10 2 6
(77.5%) (12.5%) (2.5%) (7.5%)
31 30 6 5
(43.1%) (41.7%) (8.3%) (6.9%)
91 65 19 0
(52.0%) (37.1%) (10.9%) (0.0%)
184 105 27 11
(56.3%) (32.1%) (8.3%) (3.4%)

　　　　　　　耐震性能
建物の種別

A B C
未診断
その他

計

64 8 2 6
(80.0%) (10.0%) (2.5%) (7.5%)
33 29 5 0
(49.3%) (43.3%) (7.5%) (0.0%)
102 56 17 0
(58.3%) (32.0%) (9.7%) (0.0%)
199 93 24 6
(61.8%) (28.9%) (7.5%) (1.9%)

　　　　　　　耐震性能
建物の種別

A B C
未診断
その他

計

66 7 1 6
(82.5%) (8.8%) (1.3%) (7.5%)
34 30 3 0
(50.7%) (44.8%) (4.5%) (0.0%)
124 44 7 0
(70.9%) (25.1%) (4.0%) (0.0%)
224 81 11 6
(69.6%) (25.2%) (3.4%) (1.9%)

　　　　　　　耐震性能
建物の種別

A B C
未診断
その他

計

69 7 1 2
(87.3%) (8.9%) (1.3%) (2.5%)
34 28 3 0
(52.3%) (43.1%) (4.6%) (0.0%)
155 18 2 0
(88.6%) (10.3%) (1.1%) (0.0%)
258 53 6 2
(80.9%) (16.6%) (1.9%) (0.6%)

　　　　　　　耐震性能
建物の種別

A B C
未診断
その他

計

75 1 1 0
(97.4%) (1.3%) (1.3%) (0.0%)
35 27 2 0
(54.7%) (42.2%) (3.1%) (0.0%)
163 0 0 0

(100.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)
273 28 3 0
(89.8%) (9.2%) (1.0%) (0.0%)

　　　　　　　耐震性能
建物の種別

A B C
未診断
その他

計

76 1 0 0
(98.7%) (1.3%) (0.0%) (0.0%)
36 27 1 0
(56.3%) (42.2%) (1.6%) (0.0%)
163 0 0 0

(100.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)
275 28 1 0
(90.5%) (9.2%) (0.3%) (0.0%)

　　　　　　　耐震性能
建物の種別

A B C
未診断
その他

計

76 1 0 0
(98.7%) (1.3%) (0.0%) (0.0%)
38 25 1 0
(59.4%) (39.1%) (1.6%) (0.0%)
163 0 0 0

(100.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)
277 26 1 0
(91.1%) (8.6%) (0.3%) (0.0%)

平

成

2

4

年

4

月

現

在

の

耐

震

化

率

の

内

訳

公 共 建 築 物 80

市 営 住 宅 72

学 校 園 175

合 計 327

平

成

2

5

年

4

月

現

在

の

耐

震

化

率

の

内

訳

公 共 建 築 物 80

市 営 住 宅 67

学 校 園 175

合 計 322

平

成

2

6

年

4

月

現

在

の

耐

震

化

率

の

内

訳

公 共 建 築 物 80

市 営 住 宅 67

学 校 園 175

合 計 322

平

成

2

7

年

4

月

現

在

の

耐

震

化

率

の

内

訳

公 共 建 築 物 79

市 営 住 宅 65

学 校 園 175

合 計 319

平

成

2

8

年

4

月

現

在

の

耐

震

化

率

の

内

訳

公 共 建 築 物 77

市 営 住 宅 64

学 校 園 163

合 計 304

平

成

2

9

年

4

月

現

在

の

耐

震

化

率

の

内

訳

公 共 建 築 物 77

市 営 住 宅 64

学 校 園 163

合 計 304

平

成

3

0

年

4

月

現

在

の

耐

震

化

率

の

内

訳

公 共 建 築 物 77

市 営 住 宅 64

学 校 園 163

合 計 304
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　　　　　　　耐震性能
建物の種別

A B C
未診断
その他

計

82 0 0 0
(100.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)
39 23 1 0
(61.9%) (36.5%) (1.6%) (0.0%)
162 0 0 0

(100.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)
283 23 1 0
(92.2%) (7.5%) (0.3%) (0.0%)

　　　　　　　耐震性能
建物の種別

A B C
未診断
その他

計

82 0 0 0
(100.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)
42 20 1 0
(66.7%) (31.7%) (1.6%) (0.0%)
162 0 0 0

(100.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)
286 20 1 0
(93.2%) (6.5%) (0.3%) (0.0%)

　　　　　　　耐震性能
建物の種別

A B C
未診断
その他

計

82 0 0 0
(100.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)
43 19 1 0
(68.3%) (30.2%) (1.6%) (0.0%)
162 0 0 0

(100.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)
287 19 1 0
(93.5%) (6.2%) (0.3%) (0.0%)

　　　　　　　耐震性能
建物の種別

A B C
未診断
その他

計

78 0 0 0
(100.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)
44 17 1 0
(71.0%) (27.4%) (1.6%) (0.0%)
158 0 0 0

(100.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)
280 17 1 0
(94.0%) (5.7%) (0.3%) (0.0%)

　　　　　　　耐震性能
建物の種別

A B C
未診断
その他

計

78 0 0 0
(100.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)
46 15 1 0
(74.2%) (24.2%) (1.6%) (0.0%)
154 0 0 0

(100.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)
278 15 1 0
(94.6%) (5.1%) (0.3%) (0.0%)

　　　　　　　耐震性能
建物の種別

A B C
未診断
その他

計

78 0 0 0
(100.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)
46 15 1 0
(74.2%) (24.2%) (1.6%) (0.0%)
152 0 0 0

(100.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)
276 15 1 0
(94.5%) (5.1%) (0.3%) (0.0%)

　　　　　　　耐震性能
建物の種別

A B C
未診断
その他

計

75 0 0 0
(100.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)
46 13 1 0
(76.7%) (21.7%) (1.7%) (0.0%)
152 0 0 0

(100.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)
273 13 1 0
(95.1%) (4.5%) (0.3%) (0.0%)

平

成

3

1

年

4

月

現

在

の

耐

震

化

率

の

内

訳

公 共 建 築 物 82

市 営 住 宅 63

学 校 園 162

合 計 307

令

和

2

年

4

月

現

在

の

耐

震

化

率

の

内

訳

公 共 建 築 物 82

市 営 住 宅 63

学 校 園 162

合 計 307

令

和

3

年

4

月

現

在

の

耐

震

化

率

の

内

訳

公 共 建 築 物 82

市 営 住 宅 63

学 校 園 162

合 計 307

令

和

4

年

4

月

現

在

の

耐

震

化

率

の

内

訳

公 共 建 築 物 78

市 営 住 宅 62

学 校 園 158

合 計 298

令

和

5

年

4

月

現

在

の

耐

震

化

率

の

内

訳

公 共 建 築 物 78

市 営 住 宅 62

学 校 園 154

合 計 294

令

和

6

年

4

月

現

在

の

耐

震

化

率

の

内

訳

公 共 建 築 物 78

市 営 住 宅 62

学 校 園 152

合 計 292

令

和

7

年

4

月

現

在

の

耐

震

化

率

の

内

訳

公 共 建 築 物 75

市 営 住 宅 60

学 校 園 152

合 計 287
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耐震化の対象となる市有建築物 計 ２８７棟

耐震化済みの市有建築物 計 ２７３棟

（ア）災害時に重要な機

能を果たす建築物

（イ）避難施設等の建築

物

（ウ）ア、イ以外の

不特定多数の方が利用す

る公共建築物

（エ）その他の建築物

25棟 152棟 32棟 78棟

（ア）災害時に重要な機

能を果たす建築物

（イ）避難施設等の建築

物

（ウ）ア、イ以外の

不特定多数の方が利用す

る公共建築物

（エ）その他の建築物

25棟 152棟 32棟 64棟

 

 

  

27.2%

40.4%

45.1%

51.7%

56.3%

61.8%

69.6%

80.9%

89.8% 90.5% 91.1%
92.2% 93.2% 93.5%

94.0% 94.6% 94.5% 95.1%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

公共建築物の耐震化率の推移

耐震化率
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公共建築物（市営住宅・学校園を除く）耐震性能一覧表 

令和７年４月１日現在 
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公共建築物（学校園）耐震性能一覧表 

令和７年４月１日現在 

【小学校】 
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【中学校】 
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【義務教育学校】 

 

 

 

 

 

 

 

【幼稚園】 
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公共建築物（市営住宅）の耐震性能一覧表 

令和 7 年 4 月 1 日現在 
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大阪府耐震改修促進計画の概要 

令和 8 年３月改定 
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広域緊急交通路沿道建築物（要安全確認計画記載建築物）の耐震診断結果 

令和７年度末時点 

【建築物】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ブロック塀】 
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要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果 

※建物の用途別の耐震診断結果と改修等の予定（令和７年度末時点） 

【小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程若しくは特別支援学校】 
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【百貨店、マーケット、その他の物品販売業を営む店舗】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【自動車車庫その他の自動車または自転車の停留または駐車のための施設】 
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特定既存耐震不適格建築物に該当する危険物貯蔵場等建築物の数量一覧 

ⅰ）特定既存耐震不適格建築物の要件 

以下の表の数量以上の危険物の貯蔵場⼜は処理場の用途に供する建築物 

ⅱ）指示対象となる特定建築物の要件 

床面積の合計が 500 ㎡以上でかつ以下の表の数量以上の危険物の貯蔵

場⼜は処理場の用途に供する建築物 

 

危険物の種類 危険物の数量 

一 火薬類（法律で規定） 

イ 火薬 

ロ 爆薬 

ハ  工業雷管若しくは電気雷管⼜は信号雷管 

ニ 銃用雷管 

ホ 実包若しくは空包、信管若しくは火管⼜

は電気導火線 

ヘ 導爆線⼜は導火線 

ト 信号炎管若しくは信号火箭⼜は煙火 

チ その他の火薬⼜は爆薬を使用した火工品 

 

10ｔ 

5ｔ 

50 万個 

500 万個 

5 万個 

 

500 ㎞ 

2ｔ 

当該火工品の原料となる火薬⼜は爆薬の

区分に応じ、それぞれイ⼜はロに定める

数量 

二 消防法第２条第７項に規定する危険物 

           （石油類を除く。） 

危険物の規制に関する政令別表第三の類

別の欄に掲げる類、品名の欄に掲げる品

名及び性質の欄に掲げる性状に応じ、そ

れぞれ同表の指定数量の欄に定める数量

の 10 倍の数量 

三 危険物の規制に関する政令別表第４備考第

６号に規定する可燃性固体類 
30ｔ 

四 危険物の規制に関する政令別表第４備考第

８号に規定する可燃性液体類 
20ｍ3 

五 マッチ 300 マッチトン※ 

六 燃性のガス（七及び八を除く。） 2 万ｍ3 

七 圧縮ガス 20 万ｍ3 

八 液化ガス 2,000ｔ 

九 毒物及び劇物取締法第 2 条第 1 項に規定す

る毒物（液体⼜は気体のものに限る。） 
20ｔ 

十 毒物及び劇物取締法第 2 条第 2 項に規定す

る劇物（液体⼜は気体のものに限る。） 
200ｔ 

※マッチトンはマッチの計量単位で、1 マッチトンは並型マッチ（56×36×17mm）で 7,200 個、

約 120kg 
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木造住宅・マンションの耐震診断や耐震改修に関する相談窓口 

 

主な相談窓口 

一般財団法人 大阪建築防災センター 

 連絡先 耐震診断・改修相談窓口：06-6942-0190 

HP アドレス https://www.okbc.or.jp/proof/ 

内容・条件等 電話相談（無料）： 随時対応（休日除く）  

午前 10 時～午後 4 時 30 分 

面接相談（無料）： 毎月 1 回 指定日（要予約） 

午後 1 時 30～午後 4 時 30 分 

※オンライン相談可 

一般社団法人 大阪府建築士事務所協会 

 連絡先 建築なんでも相談会：06-6946-7065 

メール：soudan@oaaf.or.jp 

HP アドレス http://www.oaaf.or.jp/online 

内容・条件等 面接相談（無料） 

完全予約制 申込書は HP よりダウンロード 

毎月第２金曜日  １部 午後 6 時～午後 6 時 50 分 

毎月第４土曜日  １部 午後 4 時～午後 4 時 50 分 

２部 午後 5 時～午後 5 時 50 分 

公益社団法人 大阪府建築士会 

 連絡先 建築相談室：06-6947-1966 

HP アドレス https://www.aba-osakafu.or.jp/soudaniinkai/sumai-

soudan.html 

内容・条件等 電話相談（30 分以内無料） ：平日 午後 1 時～午後 4 時 

面接相談（有料・完全予約制）：平日 午後 4 時～午後 5 時 

現地相談（有料・完全予約制）：担当相談員と調整 

 

 

http://www.oaaf.or.jp/online
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